
４ 令和４年度事業報告書

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

公益目的事業 Ⅰ（暴力団犯罪被害防止事業）

１ 広報啓発事業

(１) 暴力団追放石川県民大会の開催

「令和４年暴力団追放石川県民大会」を令和４年１１月１６日に白山市内の白

山市鶴来総合文化会館クレインにおいて、当法人、警察本部及び白山警察署の主

催、石川県及び白山市と野々市市の後援のもとに開催した。大会規模を縮小する

など新型コロナウイルス感染症対策を講じるなどして実施した。大会には暴力団

排除団体、事業者、県民等約２５０人の参加があり、暴力団排除意識の更なる高

揚と被害防止知識の普及を図った。

(２) 広報啓発資料の作成・配布

① 次の資料を作成、購入等し、暴力団排除団体や企業、自治体及び当法人の賛

助会員等並びに講習や研修等において配布した。

ア 機関誌「明るい街」第７２・７３号 ５，０００部

イ 冊子

・企業・行政対象暴力の現状と暴力団情勢 １，０００部

・企業向け不当要求対応マニュアル ２，０００部

ウ 啓発ポスター ５００枚

エ 啓発リーフレット ３，０００部

オ 暴排カレンダー ９００部

② 啓発ＤＶＤを企業等へ貸し出すとともに講習等において視聴した。

(３) 広報媒体の活用

① 新聞広報を１７回に亘り実施した。

② テレビのスポット広報とラジオのスポット広報を１３回に亘り実施した。

③ 電柱広告を金沢市内２２箇所において１年間に亘り掲示した。

④ 「ＪＲ金沢駅折りたたみ時刻表」の表紙に全面広告を掲載した。（11,000枚）

２ 調査監視事業

(１) 調査研究活動

全国及び各都道府県暴力追放運動推進センターと連携し、全国の暴力団の実態

等について調査を行い、相談、講習等の資料として活用した。

(２) 不当要求アンケート調査の実施

不当要求防止責任者講習に際し、暴力団等からの不当要求に関するアンケート

調査を行い、不当要求の実態把握に努めた。

(３) 民事介入暴力等対策研究会の開催

令和４年１２月１３日に当法人と警察、金沢弁護士会が民事介入暴力事案等に

関して締結している３者協定に基づき設置されている「民事介入暴力等対策研究

会」を開催し、緊密な連携・協力関係を確認するとともに情報交換を行った。

(４) 情報収集活動

刊行物掲載情報や監視活動等によって収集した暴力団関係情報をデータベース

化し、講習や相談、啓発資料の作成等に活用した。



(５) 北陸３県暴力追放運動推進センター情報連絡会の開催

令和５年３月１７日に北陸３県暴力追放運動推進センター情報連絡会を開催し、

情報交換を行うとともに協力・連携の維持を図った。

(６) 監視活動

① 当法人が委嘱している５６名の暴力追放監視員とともに、暴力団組事務所や

周辺の動向等について監視を行い、情報収集活動を推進した。

② 暴力追放監視員を対象に、令和４年４月１８日、２６日、２８日、５月１０

日の４回に亘り、監視活動や情報収集方法等について、警察と協同して研修を

実施し、監視活動の適正化と能力の向上を図った。

３ 少年に対する暴力団の影響力排除事業

(１) 少年警察団体等との連携

少年警察団体や行政機関と連携し、少年に対して啓発資料の配布を行い、少年

の暴力団組織への加入阻止、暴力団関係者との交友阻止等を図り、健全な少年を

育成し、少年を暴力団から守る活動を推進した。

(２) 少年指導委員研修の実施

新任の少年指導委員を対象とする研修会は、毎年、警察と協同で実施していた

が、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い各警察署での実施となったことから、

ビデオによる指導及び啓発関係資料の配布を行った。

４ 民間の暴力団排除活動団体等に対する援助事業

（１）民間の職域・地域暴力団排除活動団体等への支援

民間の職域・地域暴力団排除活動団体である生保連絡協議会、銀行警察連絡協

議会等の総会や研修会等に参加し、啓発講話の実施や啓発資料・ポスターの配布

等を行い、活動を支援した。

（２）活動支援金の支給

令和５年２月２８日に金沢中暴力団等追放事業所連絡協議会など計８団体の民

間の職域・地域暴力団排除活動団体に対して、総額１８万円の活動支援金を支給

し、財務面からの支援を行った。

５ 不当要求防止責任者講習事業

(１) 不当要求防止責任者講習の開催

石川県公安委員会から不当要求防止責任者講習の委託を受け、新型コロナウイ

ルス感染症対策を講じながら、令和４年６月８日から同５年２月２７日までの間

に県下一円において開催した。開催回数は２７回、受講者数は８５１名であった。

(２) 民暴弁護士による講義

部外講師として金沢弁護士会民事介入暴力対策委員会所属の弁護士を招へいし、

法律専門家としての立場からの講義を実施した。

(３) 効果的な講習の実施

講習では、金沢弁護士会民事介入暴力対策委員会と共同で作成した対応マニュ

アルや各種の啓発冊子、資料を配布するとともに、パワーポイントの活用、啓発

ＤＶＤの視聴等によって、効果的な講習を実施した。



公益目的事業 Ⅱ（暴力団犯罪被害者支援事業）

１ 暴力団に関する相談事業

(１) 相談の受理と解決策の教示

面接や電話等で相談を受理した。相談受理件数は２９８件で前年比プラス２３

件であった。相談案件は民事介入暴力、企業対象暴力、行政対象暴力のほか暴力

団排除問題等であり、解決策を教示した。

(２) 警察、民暴弁護士との連携

対応は常勤相談委員が行うが、解決に法的対応が必要な場合は、相談者の了承

を得て、警察の担当官や非常勤相談委員に就任している金沢弁護士会民事介入暴

力対策委員会所属の弁護士に引き継ぐなど、両者との緊密な連携を維持した。

２ 暴力団犯罪の被害者に対する見舞金支給、民事訴訟支援その他の救援事業

(１) 見舞金の支給

見舞金の支給は該当事案がなかったため実施していない。

(２) 民事訴訟支援

暴力団相手の民事訴訟に対する支援及び暴力団犯罪被害者等に対する貸付金の

貸付は、該当案件がなかったため実施していないが、因縁をつけて不当な要求を

してくる暴力的要求事案について、対応マニュアルや資料を配付するなどして対

応要領を教示し、被害防止のための支援を行った。

(３) 暴力団事務所使用差止請求

当該業務に係る相談や申出がなかっため実施していない。

３ 暴力団離脱者援助事業

（１）暴力団社会復帰支援連絡会

令和４年１１月２８日に警察本部において、当法人と警察本部組織犯罪対策課、

石川労働局、金沢公共職業安定所、金沢保護観察所、金沢少年鑑別所、湖南学院

で組織している暴力団社会復帰支援連絡会を開催し、暴力団離脱者の社会復帰に

関する情報交換等を行った。

（２）暴力団離脱支援

令和４年１２月に金沢弁護士会民事介入暴力対策委員会所属弁護士からの暴力

団離脱に関する相談を受理し、石川県警察本部刑事部組織犯罪対策課の協力の下、

六代目山口組傘下組織組員の離脱につき、即日、同組長の承諾を得て離脱に成功

した。


